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め
、
写
し
の
必
要
な
も
の
は

事
前
に
コ
ピ
ー
を
し
て
持
参

※
中
古
住
宅
お
よ
び
増
改
築
の

場
合
の
必
要
書
類
は
、
税
務

署
に
要
確
認

▼
問
合
先

　

市
役
所
税
務
課　

市
民
税
Ｇ

　

内
線
２
０
５
〜
２
０
７

▼
必
要
書
類

㋐
給
与
の
源
泉
徴
収
票

㋑
住
民
票
（
市
役
所
総
合
窓
口

課
で
交
付
）

㋒
登
記
事
項
証
明
書
（
法
務
局

で
交
付
）

㋓
収
入
印
紙
を
貼
付
し
た
売
買

契
約
書
・
請
負
契
約
書
の
写
し

㋔
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入

金
の
年
末
残
高
等
証
明
書

（
借
入
先
が
発
行
）

㋕
認
め
印（
ス
タ
ン
プ
式
不
可
）

㋖
本
人
名
義
の
口
座
番
号
の
分

か
る
も
の

＊
「
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
特

例
」
を
受
け
る
方
は
、
次
の

２
点
も
必
要

㋗
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画

認
定
通
知
書
の
写
し
（
県
で

交
付
）

㋘
住
宅
用
家
屋
証
明
書
の
写
し

（
市
役
所
税
務
課
で
交
付
）

ま
た
は
認
定
長
期
優
良
住
宅

建
築
証
明
書（
建
築
士
が
発
行
）

※
㋑
㋒
は
平
成
25
年
１
月
１
日

以
降
に
取
得
し
た
も
の

※
会
場
に
コ
ピ
ー
機
が
な
い
た

　

税
理
士
の
説
明
を
受
け
な
が

ら
自
分
自
身
で
申
告
書
を
作
成

し
提
出
し
ま
す
（
予
約
不
要
）。

▼
対
象　

次
の
全
て
に
該
当
す

る
方

・・
平
成
24
年
中
に
入
居
し
た
方

で
、
年
末
調
整
の
済
ん
で
い

る
給
与
所
得
者
の
方

・・
医
療
費
控
除
等
の
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
以
外
の
追
加

の
申
告
を
し
な
い
方

・・
ひ
と
り
で
ロ
ー
ン
を
組
ん
で

い
る
方
（
連
帯
債
務
を
し
て

い
な
い
方
）

※
席
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
参

加
は
本
人
ま
た
は
代
理
人
１

　

人
の
み
（
お
子
さ
ん
連
れ
で

の
来
庁
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
）

▼
日
時

　

１
月
25
日
㈮

・・
午
前
10
時
〜

・・
午
後
１
時
30
分
〜

※
所
要
時
間
約
１
時
間
30
分

▼
会
場

　

市
役
所
大
会
議
室

（
竜
ケ
崎
税
務
署
で
は
既
に

還
付
申
告
受
付
を
実
施
中
）

※
所
得
税
が
納
税
と
な
る
方
の

受
付
は
で
き
ま
せ
ん

▼
日
時

　

２
月
14
日
㈭
・
15
日
㈮

・・
午
前
９
時
〜
11
時

・・
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

※
混
雑
の
状
況
で
早
め
に
受
付

を
終
了
す
る
場
合
あ
り

▼
会
場

　

市
役
所
大
会
議
室

▼
問
合
先

　

市
役
所
税
務
課　

市
民
税
Ｇ

　

内
線
２
０
５
〜
２
０
７

▼
対
象　

所
得
税
の
還
付
申
告

を
受
け
る
給
与
所
得
者
ま
た

は
年
金
所
得
者
（
給
与
・
年

金
を
１
か
所
の
み
か
ら
支
給

さ
れ
追
加
の
控
除
が
あ
る
方

や
、
給
与
収
入
の
合
計
が

１
０
３
万
円
以
下
で
源
泉
徴

収
税
額
が
あ
り
還
付
と
な
る

方
な
ど
）

※
給
与
・
年
金
以
外
の
所
得
が

あ
る
方
は
税
務
署
で
申
告

▼
対
象　

市
・
県
民
税
申
告
以

外
の
申
告
の
う
ち
、
所
得
税

が
還
付
と
な
る
全
て
の
申
告

▼
日
時

　

２
月
15
日
㈮
ま
で

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

▼
問
合
先

　

竜
ケ
崎
税
務
署　

☎
０
２
９

　

７
・
66
・
１
３
０
３
（
代
表
）

　

会
場
は
、
水
戸
地
方
法
務
局

取
手
出
張
所
に
近
い
場
所
に
あ

り
ま
す
。
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
の
初
年
度
の
申
告
を
す
る

方
は
、
法
務
局
で
登
記
事
項
証

明
書
を
取
得
し
た
後
に
、
こ
の

会
場
で
申
告
す
る
と
便
利
で
す
。

▼
対
象　

医
療
費
控
除
・
雑
損

控
除
・
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
等
の
所
得
税
の
還
付
申

告
を
受
け
る
給
与
所
得
者
・

年
金
所
得
者
や
、
中
途
退
職

し
給
与
所
得
の
年
末
調
整
が

済
ん
で
い
な
い
方
な
ど

※
給
与
・
年
金
以
外
の
所
得
が

あ
る
方
は
税
務
署
で
申
告

（
竜
ケ
崎
税
務
署
で
は
既
に

還
付
申
告
受
付
を
実
施
中
）

▼
日
時

　

２
月
６
日
㈬
〜
８
日
㈮

・・
午
前
９
時
〜
11
時
30
分

・・
午
後
１
時
〜
３
時

※
混
雑
の
状
況
で
早
め
に
受
付

を
終
了
す
る
場
合
あ
り

▼
会
場

　

取
手
市
役
所
藤
代
庁
舎
（
取

手
市
藤
代
７
０
０
※
国
道
６

号
沿
い
）

▼
問
合
先　

　

竜
ケ
崎
税
務
署　

☎
０
２
９

　

７
・
66
・
１
３
０
３
（
代
表
）

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

申
告
説
明
会（
守
谷
市
役
所
）

所
得
税
還
付
申
告

（
守
谷
市
役
所
）

所
得
税
還
付
申
告

（
竜
ケ
崎
税
務
署
）

所
得
税
還
付
申
告

（
取
手
市
役
所
藤
代
庁
舎
）

　

平
成
24
年
分
の
市
・
県
民
税
、
所
得
税
の
申
告
時
期
に
な
り
ま
し
た
。
日
時
や

必
要
書
類
を
確
認
し
、
期
限
ま
で
に
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。
期
間
中
は
窓
口
が
大

変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
郵
送
に
よ
る
提
出
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
確
定

申
告
が
お
勧
め
で
す
。

市
・
県
民
税
、
所
得
税　

申
告


